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2024 年度「街路樹剪定士」 

資格更新手続きのご案内  

 
2024 年 10 月 1 日  

街 路 樹 剪 定 士 認 定 委 員 会  

 

「 街 路 樹 剪 定 士 」 の 登 録 認 定 の 有 効 期 間 は 5 年 間 と し て お り 、 登 録 認 定 の 更

新 を 受 け る 場 合 は 、 所 定 の 更 新 手 続 き が 必 要 と な り ま す 。  

 今 年 度 更 新 手 続 き を 行 う 対 象 に な っ て い る 方 は 、別 紙 の「 資 格 更 新 手 続 要 領 」

を ご 確 認 の う え 、 お 手 続 き い た だ く よ う お 願 い 致 し ま す 。 今 年 度 も 資 格 更 新 研

修 会 は オ ン ラ イ ン で の 開 催 と さ せ て い た だ き ま す 。  

 な お 、 有 効 期 限 を 過 ぎ ま す と 「 街 路 樹 剪 定 士 」 を 称 す る こ と が で き な く な り

ま す の で 予 め ご 注 意 下 さ い 。 有 効 期 限 は 、 カ ー ド 式 認 定 証 に 記 載 し て お り ま す

の で 各 自 ご 確 認 下 さ い 。  

 

１ .対  象  者： 下記の①②のいずれかに該当する方  
①  2024 年度末に有効期限を迎える方（認定証の有効期限が 2025 年 3 月 31 日の方） 

②  有効期限が過ぎてしまった方  
 ※過去 5 年以内に「街路樹剪定士研修会･認定試験」において、2 回以上講師や判定員

として活動された方は、更新料が無料となります (映像講義受講は必要 )。該当する
方は、ホームページ掲載の「更新手続申込書（減免対象者用）」にて申請下さい。  

 

２ .更新方法： 以下の手続 A～C をすべて行う。  
手続 A 映像講義の受講  手続 B 更新料の支払い  手続 C 顔写真のアップロード  

      ※ネット環境のある方については、原則的にオンラインで受講いただきます。  
      ※ネット接続できる PC・スマートフォンをお持ちでない方のみ、事務局までご連絡下さい。 
 
３ .手続期間： 2024 年 10 月 1 日～2025 年 1 月 31 日  ※〆切厳守※  
 
４ .更  新  料： 14,300 円（うち消費税 10%相当額  1,300 円）  

オンラインで受講できない場合は 15,950 円（うち消費税 10%相当額  1,450 円）  

 
５ .そ の 他 ： 手続きが完了した方には、2025 年 3 月に新しい認定証を発行します。  

更新手続後の有効期限は、お持ちの認定証に記載の有効期限から 5 年後までとなります。  

 

 
 

 

 

(GSK-01) 

240927 
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更新手続の手順  

「街路樹剪定士資格者専用ページ 利用者登録」ページにて本人確認 

①．「利用者登録」ページを開く 

https://jalc.kktcs.co.jp/jalcmember/pub/license/gairozyu/EntryStep1.htm 

②．下記の事項を入力し、「確認」ボタンをクリック 

（確認事項）・認定証の交付番号（００-地名-０００）  

・氏名のフリガナ（センテイタロウ）  

・生年月日（0000/00/00）  

（登録事項）・登録したいメールアドレス 

・登録したいパスワード       を入力 

 

 

③．登録したメールアドレス宛に届いた受付通知内の URL をクリックし、登録完了 

 

 

 

 

 

 

 

 「資格者専用ページ」の「街路樹剪定士」マイページにログイン 

④．日造協ホームページのトップページの右上「資格者専用ページ」をクリック、 

切り替わった画面で「街路樹剪定士」をクリック 

  

⑤．ログイン画面で下記の事項を入力し、「ログイン」をクリック 

・②で入力した ID(交付番号）とパスワードを入力  

※ID は漢字地名を含む交付番号で、 

メールアドレスではありません。 

ブラウザの自動入力にご注意下さい。 

 

 

 

 

登録用メールが届かない場合  
・  迷惑メールフォルダをご確認ください。 
・  メール側のフィルタに掛かっている可能性があるた

め、違うメールアドレスをご入力ください。 

https://jalc.kktcs.co.jp/jalcmember/pub/license/gairozyu/EntryStep1.htm


              (一社)日本造園建設業協会  3 
 

マイページで手続 A 映像講義の受講と手続 B 受講料の支払い 

※手続 A・手続 B はどちらを先に行っても結構です。 

 

⑥-1. 手続 A 映像講義の受講 

・  左メニューの「資格更新手続き」をクリックし、「第 1 講テキスト」～「追加資料」の PDF データを 

ダウンロードする。 

・  「映像講義受講」をクリック。(映像講義はダウンロードしたテキストに基づいて行われます) 

・  「映像講義について」のページにて「講習開始」をクリックし、4 つすべての講義を受講する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義の課題設問と進捗状況の保存 

映像講義では、各講映像の再生が終わるとそれぞれ課題の設問(四者択一)が表示され、この設問に正解するこ
とで初めて次の講義に進むことができます。不正解の場合でもその場で再解答が可能です。  

また、更新研修の進捗はこの設問への正解時点で日造協サーバーへ保存されます。これにより受講を中断した
場合、次回再開時は正解した設問の次の講から再開できます。  

 
(例) 
A…第 1 講の途中で中断  
  →次回は第 1 講の最初から再開  
B…第 1 講の設問に正解し第 2 講の途中で中断  
  →次回は第 2 講の最初から再開  
C…第 1 講・第 2 講の設問に正解したところで中断  
  →次回は第 3 講の最初から再開  

 
同じ交付番号でログインするのであれば、端末が違っても進捗状況は共有されるため、  

「1 日に 1 講ずつ、4 日続けて」  
「第 1 講は外出先でスマートフォンから、第 2 講以降は社内の PC で」  
「社用 PC の空きが読めないので、各講を受講する PC が毎回違う」  
といった状況であっても受講が可能です。  

 

社内に受講者が複数いる場合…受講記録は個別です 

映像講義受講の記録は、ログインしている交付番号ごとに個別記録されます。  
よって、社内に更新対象者が複数いる場合でも、一人一人がログインし、それぞれで受講をする必要がありま

す。一人の映像で複数人が見たとしても、記録はその映像再生に使用した交付番号にしか付きません。  

A 

B 

C 
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⑥-2. 手続 B 更新料の支払い 

・  「受講料支払い」をクリックすると、支払い方法を選択する画面となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  画面の案内に従い、所定の更新料を任意の方法にてお支払い下さい。「完了」ボタンで画面を閉じます。 

(具体的な操作手順は、「完了」ボタンの下に「○○でのお支払い方法について」として畳まれています) 

・  「お支払い情報送信」欄は、支払い番号など画面に表示されている支払い情報を、任意のメールアドレスに

転送する機能です。自動送信はされないため、メール記録等が必要な場合はこちらをご利用ください。また、

入金完了メールはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-3. 受講と支払いの完了確認 

・  4 つの講義受講と各設問に正解すると受講完了し、「映像講義受講」ボタンに済と表示されます。 

・  受講料の支払いが完了すると、「受講料をオンライン決済で支払う」のボタンが消え、「受講料支

払い案内」ボタンに済」と表示、さらに新たに「領収書ダウンロード」のボタンが表示されます。 

  ※反映されない場合は、ページの更新(リロード)をお試しください。 

 

まとめての支払いはできません 

この支払いシステムは日造協の資格者データベースと直結されております。よって社内に複数の受講者がいる
場合でも、各員個別での支払いが必要となります。  
なお、これは「合算ができない」という意味であり、例えば「社内の更新対象 5 人全員をコンビニ払いに設定

し、その支払い番号をすべて同時にコンビニに持ち込んで、1 人ずつ 5 回支払う」などは可能です。  
またいずれの支払い方法であっても、受講者側にかかる手数料はありません。  

対応支払方法  
・  クレジットカード決済  

(VISA・Master・JCB・Diners・AMEX) 

・  コンビニ決済  

(セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ) 

・  ペイジー決済  

(ATM・ネットバンキング) 
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手続 C 顔写真のアップロード 

⑦. 手続 C 登録内容に顔写真を追加 

・  「登録内容の確認・変更」ページから、街路樹剪定士認定証に使用する顔写真をアップロードします(手続

A・B の済表示後も同様 )。下記の「『登録内容の確認・変更』から顔写真をアップロードしてください」の表

示が出ている限りは、手続きは完了しておりません。 

 

・  「登録内容の確認・変更」ページにある「顔写真アップロード(認定証に使用 )」をクリックすると、「顔写真ア

ップロード」のダイアログが開きます。 

下記の条件に従って顔写真画像をご用意ください。 

 

・  表示の条件に合った画像ファイルを「ファイルを選択」 (ブラウザによっては「参照」 )ボタンより選択し、「アップロー

ド」ボタンをクリックすると、登録情報としてその画像が保存されます。アップロードは何度も繰り返し行うこと

ができます。 

「登録内容の確認・変更」ページには、アップロードされている画像の中で最新のものが表示されます。 

 

手続き完了の確認 

⑧. 更新手続きページの完了確認 

・  手続 A～C の全てを完了し、「資格更新手続き」ページに戻ると、下記の通り「手続き完了」が表示されま

す。反映されない場合は画面の更新 (リロード)を行ってください。 

・  領収書については、手続き完了後も翌年度 5 月 31 日まで発行することが可能です。 

(例 : 2024 年度更新手数料の領収書は 2025 年 5 月 31 日まで発行可能 ) 

 

【アップロード画像の条件】  
 画像サイズ: 295×354 ピクセル以上  

(幅 25mm×縦 30mm・解像度 300dpi 以上 ) 

 フォーマット: JPEG または PNG 
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認定証について  

・  2023 年度より、街路樹剪定士と緑地樹木剪定士の資格証統合に伴い、更新手続後の認定証は 3 月

にお届けとなります(同年度中に緑地樹木剪定士修了認定済みの方には統合認定証をお送りいたしま

す)。 

・  2023 年度発行分より認定証のデザインを変更していますが、有効期限内の旧デザイン認定証

を使用できます。 

   

 

 

 

 

その他 

・  マイページにて登録データ（勤務先や住所など）を変更することができます。 

・  この更新研修は造園 CPD の認定プログラムです。造園 CPD 会員の方は、マイページにて造園 CPD の会員

証番号を登録することにより、単位が取得できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街路樹剪定士に関するお問い合わせ先 

(書類送付時は点線で切り抜いてご使用いただけます) 

 

 

 

 

 

 

適格請求書発行事業者登録番号: T6010005018741 

〒113-0033  

東京都文京区本郷 3-15-2 本郷二村ビル 4F 

(一社)日本造園建設業協会 街路樹剪定士係 

TEL: 03-5684-0011  FAX: 03-5684-0012 

旧デザイン(2022 年度以前発行 ) 新デザイン(2023 年度以降発行 ) 統合認定証 (該当者のみ) 


